光市中小企業融資利子補給要綱

平成２１年４月１日
光市告示第１５２号
　（目的）

第１条　この告示は、緊急経済対策として、別表の制度融資を受けた中小企業者（中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第１項第１号に規定するものをいう。以下同じ。）に対し、予算の範囲内でその利子の一部を補給することにより、中小企業者の育成、経営の安定化及び発展並びに本市商工業の活性化を図ることを目的とする。

　（対象者）

第２条　利子補給対象者は、利子補給金を受けることにより経営が安定し、発展する中小企業者で、次の要件を満たすものとする。

　(１)　平成２１年４月１日から平成２３年３月３１日までに別表の制度融資の決定を受けたもの

　(２)　市税を完納しているもの

　（金額）

第３条　利子補給金の額は、運転資金に係る利子支払額（延滞利子を除く。）の２分の１又は運転資金の１パーセントに相当する額のいずれか低い額とする。

２　前項の規定により算出された額に１００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

　（交付期間）

第４条　利子補給金の交付期間は、当初借入契約で締結した借入期間を限度とする。

　（申請）

第５条　利子補給金を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、中小企業融資利子補給金交付申請書（様式第１号）にその年度の末日までの融資金融機関の利子支払証明書等を添えて、翌年度の４月末日までに商工会議所又は商工会を経由し、市長に提出しなければならない。

　（交付決定）

第６条　市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適正と認めるときは、利子補給金の交付決定を行い、中小企業融資利子補給金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。
　（請求）

第７条　前条の規定により利子補給金の交付決定を受けた者は、中小企業融資利子補給金交付請求書（様式第３号）を市長に提出するものとする。

　（返還）

第８条　市長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

　(１)　この告示の規定に違反したとき。

　(２)　提出書類に虚偽の記載があったとき。

　（その他）

第９条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

　　　附　則

　この告示は、平成２１年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成２２年告示第３５号）
　この告示は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２２年告示第１２４号）

　この告示は、公布の日から施行する。
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